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◆はじめに（問題意識）◆はじめに（問題意識）

○足下の雇用・社会問題の解決と雇用創造の
視点

○非正規労働者が雇用労働者1/3超 不安定・○非正規労働者が雇用労働者1/3超、不安定
低賃金労働者（ワーキング・プア等）の増大

○社会保険や雇用保険の非適用等 社会保障○社会保険や雇用保険の非適用等、社会保障
をはじめ社会的セーフテイネットが機能不全

○雇用・生活安定に向けた社会的セーフティット
の再構築と課題の再構築と課題
○新たな雇用創出に向けた成長戦略と具体的
な雇用創出分野（180万人雇用創出プラン）

22
な雇用創出分野（180万人雇用創出プラン）



＜テーマ＞

１．雇用・労働を取り巻く環境変化と課題
(1)非正規労働の増大、低所得・貧困層の増加
機能 全 陥 た ネ(2)機能不全に陥ったセーフティネット

２．積極的雇用政策と社会保障の連携によるセーフティネット構築
(1)三層構造による社会的セ フテ ネ トの再構築(1) 三層構造による社会的セーフティネットの再構築
(2) 「新たなセーフティネット」拡充に向けた課題
３ 「新たな成長戦略」と雇用創出に向けて３．「新たな成長戦略」と雇用創出に向けて

(1)成長戦略の視点
(2)成長戦略の柱(2)成長戦略の柱
(3)連合「180万人雇用創出プラン」の実現
・経済・雇用危機に対する連合の取り組み
経済 雇用危機に対する政労使合意・経済・雇用危機に対する政労使合意
・鳩山新政権の緊急雇用対策
・新政権の緊急経済対策

33(４．労働組合自身のセーフティネット機能の役割発揮)



１．雇用・労働を取り巻く環境変化と課題１．雇用 労働を取り巻く環境変化と課題

(1) 非正規労働の増大、低所得・貧困層の増加( )
○非正規労働者が全雇用労働者の1/3以上と増大
○完全失業率は5 1％（344万人 09 10）○完全失業率は5.1％（344万人：09.10）
・若年者（15歳～24歳）は9.1％（男10.2％）
○過労死・過労自殺者の増大

○自殺者数は2008年まで11年連続で3万人超○自殺者数は2008年まで11年連続で3万人超
○生活保護世帯も120万世帯（09.4）と急増
・自治体窓口で厳しく制限（水際作戦）

◆今や貧困問題が深刻な社会問題
444

◆今や貧困問題が深刻な社会問題



◆非正規労働者と正規労働者の推移

非正規労働者は雇用労働者の1/3以上
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失業者の増大、有効求人倍率の低下
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脳・心臓疾患（過労死）の労災認定者数の増大 精神障害（過労自殺）等の労災認定者数の増大
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拡大する貧困・格差拡大する貧困 格差

増加する生活保護世帯
可処分所得が「生活保護基準」以下の世帯
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(2) 機能不全に陥った社会的セーフティネット

～非正規労働者、ワーキング・プア増大による影響～

( )

◆国民年金、国保健康保険の保険料未納者の増大

○国民年金（第1号）被保険者の過半数は雇用労働者○国民年金（第1号）被保険者の過半数は雇用労働者
○国民年金の保険料納付率は62％まで低下
若年者（24 29歳）の納付率は5割弱まで急落・若年者（24～29歳）の納付率は5割弱まで急落

○国民健康保険の保険料滞納世帯も2割に増大
★国民皆年金・皆保険制度の崩壊の危機

◆各種セーフティネットから排除される非正規労働者等◆各種セ フティネットから排除される非正規労働者等

○今や刑務所が福祉の「最後の砦」化している

○再犯を繰り返す高齢者 障害者等
999

○再犯を繰り返す高齢者・障害者等



国民年金「第１号被保険者」の内訳国民年金「第１号被保険者」の内訳

フルタイム

雇用者

13.7％

28.7％

自営

フルタイムで
2184万人

299万人

626万人

学生

ない雇用者

完全その他

2184万人

500万人
22.9％

266万人

626万人

失業者等
その他

就業者

198万人

9 1％

294万人
13.5％

266万人

12.2％

9.1％

平成16年公的年金加入状況等調査報告（社会保険庁）から

連合作成
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国民年金「第1号保険料」は全納付の４５％程度
90.0％

国民年金保険料の納付率の低下
第4-2図

85.2 85.7 85.7 85.5 85.3
84.5

82.9

79.6

80.0

85.0

国民年金加入者の状況

2008年度末
79.6

76.6

74.5
73.0

70 970 0

75.0国民年金第1号被保険者
2,001万人
（納付率62％）

70.9

63 6

67.1
66.3

63.963 4

65.0

70.0

未納者免除・ 1,166万人
徴収が市町村から国
（社保事務所）へ

62.8
63.6

62.1
63.4

55.0

60.0

未納者
315
万人

免除
猶予者

520万人

,

保険料
納付者 免除・猶予者を除く

納付率は62％

50.0

19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08

第1号未加入者 9万人

40%が納めていない

納付率は62％

11111111111111

第1号未加入者 9万人
社会保険庁の「国民年金の加入・納付状況」より作成



国民年金（第1号）保険料の未納率は若年者ほど高い

国民年金納付率の年齢階級別
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◆国民健康保険料の滞納世帯は約2割に増加
◆短期被保険者証等の交付世帯も増大

※ 「無保険の子」救済法案の成立（08.12.19）

国民健康保険の保険料滞納世帯
万世帯 ％
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出所：厚生労働省「H19年度国民健康保険の財政状況」
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赤色が短期保険証、青色が資格証明書



◆◆ 機能不全に陥った社会的セーフティネット機能不全に陥った社会的セーフティネット

正規労働者 非正規労働
３割に

自営業者 無職
第１の網：

刑務所が福祉の「最後の砦」化刑務所が福祉の「最後の砦」化？？正規雇用の増大を！正規雇用の増大を！

正規労働者 非正規労働 自営業者 無職

偽装請負、
違法派遣の増大

雇用ネット

失業 無年金
障

（廃業等）

ワーキングプア
の出現

第2の網：
社会保険

失業、無年金、
ホームレス、
ネットカフェ難民、
他 自

殺
者
3
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障
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者児

童

被用者保険（健保・年金・雇用・労災）
社会保険
ネット 地域保険（国保・国年・介護）
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3
万
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失業等で
地域保険
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祉

福
祉

被用者保険の適用拡大を！被用者保険の適用拡大を！

第3の網：
公的扶助 生 活 保 護 制 度

（国保離脱 無年 ） の
２
４
％

へ移行祉祉

社会的排除

公的扶助
ネット

生 活 保 護 制 度

第４の網？
高齢者、心身の
疾患者、外国人
等が急増

現行制度では、ネットか

141414
刑務所は最後のネットか
（司法ネット）

（司法ネット）
等が急増

出典：大阪大学 堤修三教授作成図を加工

現行制度では、ネットか
ら抜け落ちる人が多数



２．積極的雇用政策と社会保障の連携による積 携
社会的セーフティネットの再構築

（1）三層構造による社会的セーフティネットの再構築

◆現行の社会保障制度から排除されている非正規労働者や長期
失業者、貧困層（ワーキングプア等）の自立支援に向け、積極的
雇用政策と社会保障政策との連携で、社会的セーフティネット機
能を再構築する。

◆社会保障政策との連携による新たな生活保障制度の再構築
○雇用政策との連携や社会保険・労働保険の機能強化（第１層）
○長期失業者等 の「就労 生活支援給付 制度の創設（第２層）○長期失業者等への「就労・生活支援給付」制度の創設（第２層）
○住宅扶助の社会手当化など生活保護制度の抜本改革（第３層）

151515



◆連合の「三層構造による社会的セーフティネット」構想◆連合の「三層構造による社会的セ フティネット」構想
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自営・
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(ﾆｰﾄ含む）

就業困難者

非正規労働者

ﾌﾘｰﾀｰ等
ﾜｰｸﾙｰﾙの確立

正規労働者

積極的雇用政策第１

（雇用創出、正規労働
者の拡大、就労支援、
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雇用保険（基本手当）

社会保険・労働保険による給付
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◆連合の就労・生活支援給付制度（第2ネット）の概要

1)対象者

労 援 度

1)対象者
雇用保険の非適用者
（フリーター、日雇い派遣、長期失業者、
シングルマザー、廃業者等）

2)給付内容 保険制度 業 練 紹介

第1
ネット

労働市場
への参

社会保険・雇用保険の適用拡大

2)給付内容
①就労・生活支援給付
②職業訓練の実施
③職業紹介・就労支援

雇用保険制度：職業訓練・紹介
ネット

①雇用保険の非適用者

②長期失業者

への参
加・復帰

④住宅確保支援

3)給付水準
雇用保険の失業給付と生活保護基準
を勘案して定める ①就労 生活支援給付

②長期失業者

③受給資格要件を未達成

を勘案して定める
（月10万円、扶養者ある場合12万円）

4)給付期間
2年程度を限度（複数回の利用可）

5)受給要件

①就労・生活支援給付

（最長2年間）

②職業訓練（長期の訓練コー

ス 公共職業訓練の充実）

第2
ネット

人材不足・
新分野で
の雇用創
出5)受給要件

一定の所得以下の者

6)財源
就労・生活支援給付：国の一般財源

ス、公共職業訓練の充実）

③職業紹介・就労支援

④住宅確保支援

出

171717
職業訓練：雇用保険2事業



GDPに占める労働市場政策の支出（2005ー06年）労働市場政策 支 （ 年）
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資料出所：OECD Employment Outlook 2007
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資料出所：OECD Employment Outlook 2007
（注）イギリスは2004－2005年、ドイツ、フランスは2005の値



政府の緊急人材育成・就労支援基金の概要 （7,000億円）
○雇用保険の受給資格のない者（非正規離職者、長期失業者）等に対する新たなセーフティネット
として、今後3年間、ハローワークが中心となり、職業訓練、再就職、生活への支援を総合的に実施

ハ
ロ

１．職業訓練、訓練期間中の生活保障 約4,820億円
①就職訓練の拡充（35万人）
・新規成長や雇用吸収の見込める分野（医療、介護・福祉等）の長期訓練、等

②訓練期間中の生活保障（30万人）
緊
急

ロ
ー
ワ
ー離

②訓練期間中の生活保障（30万人）
・訓練期間中の生活費支給（単身者：月10万円、扶養家族のある者12万円）
・希望者には貸付を上乗せ（単身月5万円まで、扶養家族ある者8万円まで）

急
人
材ー

ク
（
ニ
ー求

離
職
者
等

２．中小企業等における雇用創出 約1,620億円
①実習型雇用・雇入れの助成（7万人）
・新規成長・雇用吸収分野（実習型雇用：1人月10万円、雇入れ：1人100万円）
②職場体験等を通じた雇入れの助成（2万人）

材
育
成
・
就

ー
ズ
や
状
況

求
職
者
の
送

②職場体験等を通じた雇入れの助成（2万人）
・介護・ものづくり分野等（職場体験受入：1人月10万円、雇入れ1人100万円）

3．長期失業者等の再就職支援 約380億円

就
職
支況

に
応
じ
て

送
り
出
し
）

3 長期失業者等の再就職支援 約380億円
①長期失業者に対する再就職支援（3万人）
・民間職業紹介業者に委託して、再就職支援（カウンセリング・セミナーの実
施）や就職後の定着支援

②就職活動困難者に対する再就職、住居・生活支援（1万人）

援
基
金
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て ②就職活動困難者に対する再就職、住居 生活支援（1万人）
・住居を喪失し就職活動が困難な者に、民間事業者に委託して、再就職支援
と住宅・生活支援（住居の提供、生活・就職活動費の支給）を実施

金



政府の「新たなセーフティネット」の概要

給 雇用保険適用

１．雇用と住宅を失った者に、住宅の確保支援、継続的な生活相談・支援と
合わせた生活費の給付・貸付等

失業給付 雇用保険適用
の場合

新たなセーフティネット

訓練・生活支援給付
新設

月10～12万円の給付

再

雇用保険非受就職安定資金融資
新設

つなぎ融資（貸付）

＋貸付（上限8万円）
就

雇用保険非受
給者の場合

就職安定資金融資
（貸付）

＜最大186万円＞

10万円以内

住宅手当 貸付（総合支援資金）＋
新設

職
新設

つなぎ融資（貸付） 生活福祉資金の抜本見直し
上
記
の
支
援

補
完

（地域毎に上限額・最長6ヶ月） 上限月20万円（最長）
＋

２ ホ ムレス対策事業の拡充 既存建築物の借上げ方式による緊急 時宿泊施設の

援
を

202020

２．ホームレス対策事業の拡充、既存建築物の借上げ方式による緊急一時宿泊施設の
増設推進自治体による旅館、空き社員寮等の借上げ支援（10/10補助）



ハローワークにおけるワンストップ・サービス・デイの実施実施

ロ ワ ク
つの

ハローワーク
において

ワンストップで

住
宅
手
当
、

職
員

社会福祉協議会

な
ぎ
資
金

の
相
談
職
員

自治体

ワンストップで
相談・手続き

・職業相談・職業紹介自治体

、
生
活
保
護

員
の
派
遣

金
等
貸
付

員
を
派
遣

自治体

職業相談 職業紹介
・職業訓練の受講あっせん
・就職安定資金融資の申請・
認定
雇用促進住宅の入居あ

自治体

ハローワー
管

護
の
相
談

民間団体
（弁護士会、

臨床心理士会等）

心
の
健
康

多
重
債
務・雇用促進住宅の入居あっ

せん

自治体

ク管内
康
相
談

務
相
談
等

◆ 11月30日に東京、大阪、愛知及び協力が得られる政令市等において試行実施
◆試行実施におけるニ ズ等を踏まえ 定期開催 年末年始の開催を検討

自治体

公営住宅等の情報提供（月１回）

212121

◆試行実施におけるニーズ等を踏まえ、定期開催・年末年始の開催を検討



(2) 「新たなセーフティネット」拡充に向けた課題(2) 「新たなセ フティネット」拡充に向けた課題

＜当面する緊急課題＞＜当面する緊急課題＞

１．「訓練・生活支援給付」（3年間の期限措置）の運用改善と制度
の恒久化をはかるの恒久化をはかる。

２． 「住宅手当」（3年間の期限措置）の運用改善と制度の恒久化
をはかるをはかる。

３．生活保護制度の円滑な実施に向け、国の責任において運用

の改善 実施体制の確保および確実な財源確保の改善、実施体制の確保および確実な財源確保。

＜中長期的な課題＞

○円滑な労働移動

○新たな雇用創出のための成長戦略

222222



３．「新たな成長戦略」と雇用創出に向けて

(1)成長戦略の視点
○「ディーセントワーク」を起点とした持続的な成長の実現

・「ディーセントワーク」 実現→好循環モデルへの転換
・雇用の安定・質の向上

・「質の高い仕事を回復の中心に置く」（09 9：G20ピッツバーグ・サミット首「質の高い仕事を回復の中心に置く」（09.9：G20ピッツバ グ サミット首

脳声明）

○消費者、生活者起点の事業・産業のイノベーション

高齢 境 を成○国民的課題（少子・高齢化、環境問題）への対応を成長の原動力に

(2)成長戦略の柱
①成長戦略としての「少子化対策」

②成長戦略を支える「人材育成策」

③課題の克服を成長の好機と捉える内需拡大策③課題の克服を成長の好機と捉える内需拡大策

④アジアマーケットを取り入れた需要拡大

(3)連合「180万人雇用創出プラン」の実現
2323

(3) 連合「180万人雇用創出プラン」の実現
○政労使の「対話」による新しい雇用・社会政策、雇用創出事業の実施



経済情勢と連合の考える総合対策（イメージ）

サブプライムローン問題 米国の消費停滞米国
海

（2009.3）

国際金融市場の混乱

サブプライムロ ン問題 米国の消費停滞

欧州の景気悪化 新興国の景気悪化

世界同時不況世界同時不況

住宅バブル
崩壊

海
外
経
済
の
悪
化

企業業績悪化株価低迷金融市場の機能低下金融市場の機能低下

世界同時不況世界同時不況

需要不足需要不足

化

内
需
の

企業行動の萎縮企業行動の萎縮

派遣切り・
資金繰り悪化

の
冷
込
み

消費抑制
賃金カット・抑制

雇用問題雇用問題失業企業倒産企業倒産

さらなる業績悪化
派遣切り・
雇い止め等

事業再生強化

○整理回収機構の企

業再建機能強化

○地域力再生機構法

雇用・生活のセーフティネット強化

○雇用調整助成金のさらなる拡充

○180万人雇用創出
○「就労・生活支援給付」制度の創設

株主主権主義からの転換

○内部留保の活用による雇用維持

○企業法制への労働者の位置付の明確化

○企業買収 防衛のル ル化
連

内需主導型経済への転換

○「日本版グリーン・ニューディール」政策

○地域力再生機構法

案の早期成立

○「就労 生活支援給付」制度の創設

○雇用保険・社会保険の機能強化

○職業訓練・能力開発の拡充

○失業者・低所得層への医療保障の整備

○生活保護制度を最低生活保障制度に再編

○企業買収・防衛のルール化合
の
総
合信用収縮対策等

・180万人雇用創出プランの実現
○スクラップインセンティブ制度の創設等

○所得再分配機能の強化

・中低所得層を中心とした所得税減税等

○生活保護制度を最低生活保障制度に再編

○失業者・低所得層に対する住宅保障

○就学援助、奨学金等の拡充

○最低賃金の大幅引き上げ

合
対
策

○政府系金融機関の

資金供給の拡充

○信用保証制度の抜

本的拡充

242424

中低所得層を中心とした所得税減税等

雇用と就労自立支援カンパ活動雇用と就労自立支援カンパ活動：３月３日開始、５月末まで取り組み強化

本的拡充



◆連合「180万人雇用創出プラン」の実現

 医療（看護師、コメディカル） 30万人
介護 介護福祉 パ

医療、介護、福祉分野  インフラ施設（電気・電話・ガス等）の共同溝化 3.3万人
 省資源型の道路・信号・街灯の敷設 3.3万人
 快適な移動手段確立（徒歩・自転車利用・渋滞解消等）3.3万人

 介護（介護福祉士、ヘルパー、ケアマネ
等） 40万人

 保育（保育士、学童指導員等） 16万人

86万人

10万人

人

持続可能な街づくり

86万人

就労支援・

持続可能な
農業・森林・水産業

１６万人

25万人

180万人
連合の

就労支援・
雇用対策関係

１６万人 180万人 農業・畜産業の新規雇用 17万人
森林（国有林・民有林）の整備事
業 5万人

水産（加工）業の振興 3万人
 指導員等の配置 15万人 雇用創出プラン

(3年間 実現)

「グリ ン エコノ

水産（加工）業の振興 3万人
 外国人労働者対策（通訳）

0.8万人
(3年間で実現)

公立学校の教員増員 5万人

教育分野 １3万人
「グリーン・ エコノ
ミー」の推進・確立

 再生可能エネルギー・資源供給 10万人

30万人

252525

公立学校の教員増員 5万人
労働教育・消費者教育、外国語教育等の充実 3万人
学校教育支援員等の増員 5万人

 建築・建設分野 10万人
 運輸部門 10万人



ふるさと雇用再生特別交付金（08年度2次補正）

実施スキーム 交付金事業の内容

地域内でニ ズがあり 今後発展かつ事業継続が見込ま

（3年間で2,500億円）

厚生労働省

交 金 交事業計画の

地域内でニーズがあり、今後発展かつ事業継続が見込ま
れる事業。地域求職者を雇い入れた場合の費用支給。
（実施時期：1年以上3年以内）
（具体的な事業イメージ）
地域ブランド商品の開発 販路開拓事業

労働局

交付金の交付事業計画の
提出

・地域ブランド商品の開発・販路開拓事業
・高齢者宅への配食サービス事業
・私立保育園での預かり保育等の保育サービス提供事業
・食品リサイクル事業・堆肥の農業利用を促進する事業 等

事業 実施 件

地域基金事業協議会

都道府県
労働局

労使団体等

（事業の実施要件）
・民間開業等への委託（自治体の直接実施は不可）

交付金の規模・雇用創出効果正規雇用化の措置等

基金

市町村

交付金の規模 雇用創出効果

・予算額 2,500億円
・雇用創出効果 3年間で最大

10万人

正規雇用化の措置等

・労働者と原則1年の雇用契
約、更新可能。

委

補
助

企業等

委託 実施地域等

・基金は47都道府県に創設し、
雇用情勢に配慮した配分

・正社員として雇用する企業
等に交付金として一時金を
支給する。

委
託

262626

雇用情勢に配慮した配分



緊急雇用創出事業（基金）の拡充（４,500億円）
年度補 算 積

概念図 事業の内容

（09年度補正予算で上積み）

厚生労働省

企業の雇用調整等による解雇や継続雇用の中止で離職

を余儀なくされた非正規労働者、中高年齢者等の生活の
安定を図るため、自治体が民間企業、シルバー人材セン
ター等に事業を委託（直轄も可）し、次の雇用へのつなぎ事計 交

付

都道府県 基 金

タ 等に事業を委託（直轄も可）し、次の雇用 の なぎ
雇用・就業機会の創設を行う。
（基金は平成23年度末まで）
（具体的な事業イメージ）
・介護・福祉：研修中の介護職員の代替要員の確保事業

事
業

計
画 付

金

市町村（
直

補助

委託

・介護・福祉：研修中の介護職員の代替要員の確保事業
地域包括支援センターの事務補助

・子育て：保育所や児童館の保育補助業務
・医 療：骨髄ドナー登録や献血の協力要請を行う事業

民間企業等

直
接
実
施
）

（
直
接
実

委託
（事業実施要件）
・民間企業等に委託、又は自治体が直接実施
・事業費に占める人件費が概ね7割以上
・新規雇用する失業者の割合が全労働者の3/4以上

非正規労働者、中高年齢者等の雇用機会の創出

実
施
）

・就労期間が6ヶ月未満（介護、福祉、子育て、医療、教育
等の分野は、更新1回可能で実施1年間）

（事業の規模等）
・予算額 1,500億円＋3,000億円

272727

非 規労働者、中高年齢者等 雇用機会 創 予算額 1,500億円＋3,000億円
・雇用創出効果 45万人（3年間）



◆経済・雇用危機に対する連合の取り組み
○ 2008 10 23 「歴史の転換点にあた て 希望の国 日本 舵を切れ○ 2008.10.23：「歴史の転換点にあたって～希望の国 日本へ舵を切れ～」

をアピール
☆日本版「グリーン・ニューディール」、連合「180万人雇用創出プラン」を提言
○ 08 11～ 経済・雇用危機に対する厚労省・官邸・政党 全国知事会○ 08.11～ 経済・雇用危機に対する厚労省・官邸・政党、全国知事会、

経済界等への要請
○ 09.3.3 連合・経団連の「雇用安定・創出に向けた共同提言」
○ 09.3.23 「雇用安定・創出の実現に向けた政労使合意」○ 09 3 3 雇用安定 創出の実現に向けた政労使合意」

（連合、経団連、日商、中小企業連合会）

＜雇用安定・創出の実現に向けた5つの取り組み＞
①雇用維持の一層の推進①雇 維 層 推
②職業訓練、職業紹介等の雇用のセーフティネットの拡充・強化
③就職困難者の訓練期間中の生活の安定確保、長期失業者等の就職の実現
④雇用創出の実現
⑤政労使合意の周知徹底等⑤政労使合意の周知徹底等

◆09.3 連合の経済・雇用危機に対する総合対策（図参照）
◆09.9.17 鳩山新総理に「当面の雇用対策の強化」を要請
◇政府が「緊急雇用対策本部」を設置（10.16）
◆09.10.19 緊急雇用対策本部（菅副総理）に「緊急雇用対策」を要請
◇09 10 23 政府の「緊急雇用対策」を公表

282828

◇09.10.23 政府の「緊急雇用対策」を公表
◆09.11.25 政労使等による「雇用戦略対話」の開催
◆09.12.2 政府・連合「トップ会談」で、緊急雇用対策・予算等の政策協議



◆政府の緊急雇用対策の骨子（緊急雇用対策本部:2009.10.23）

◆3つの視点
(1)情勢に即応して「機動的」に対応する
(2)「貧困 困窮者 新卒者 の支援 を最優先する(2)「貧困・困窮者、新卒者への支援」を最優先する
(3)「雇用創造」に本格的に取り組む
◆具体的な対策

１．緊急的な支援措置
(1)緊急支援アクションプラン－「貧困・困窮者、新卒者支援」
・実行ある「ワンストップ・サービス」など支援態勢の強化（11/30：全国77のハローワーク）実行ある「ワンストップ サ ビス」など支援態勢の強化（11/30：全国77のハロ ワ ク）

(2)雇用維持支援の強化
・雇用調整助成金の支給要件緩和等、企業間の出向活用による雇用維持支援

(3)中小企業の支援(3)中小企業の支援
(4)女性の就労支援等
２．「緊急雇用創造プログラム」の推進

(1)３つの重点分野におけるプログラムの推進（介護・グリーン・地域社会雇用）
(2)雇用創造のための既存施策・予算の活用
◆対策の進め方
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◆対策の進め方

○「雇用戦略対話」、「地域雇用戦略会議（仮称）」の設置



新政権の緊急経済対策の骨子（2009.12.8：閣議決定）

「明日の安心と成長のための緊急経済対策」
○国費7.2兆円 事業規模24.4兆円

Ⅰ.基本的な考え方
1日本経済の現認識（経済の現状と先行きリスク）1.日本経済の現認識（経済の現状と先行きリスク）
２．経済財政運営の基本的視点
＜第１＞当面の取組－確実な景気回復・デフレ克服を目指す

(1)緊急対応 情勢に応じた機動的な対応(1)緊急対応－情勢に応じた機動的な対応
(2)政府・日銀の一体となった対応

＜第２＞中長期的な取組－成長戦略の推進と財政規律
(1)成長戦略の推進 （「雇用」「環境」「子ども」「科学技術」「アジア」等に重点を置く）(1)成長戦略の推進 （「雇用」「環境」「子ども」「科学技術」「アジア」等に重点を置く）
(2)成長力強化と財政規律の両立－中期財政フレームの策定

＜第３＞今回の経済対策－緊急対応と成長戦略への布石
(1)対策の柱－「雇用」「環境」「景気」(1)対策の柱－「雇用」「環境」「景気」
(2)具体的な対策－3つの原則
①「緊急性」、「即効性」の高い施策を最優先、②切れ目のない経済財政運
営 ③「知恵」を活かして 「国民潜在力」の発揮で景気回復

30

営、③「知恵」を活かして、「国民潜在力」の発揮で景気回復
(3)施策の進捗管理



Ⅱ.具体的な対策
1．雇用
＜緊急対応＞
＜成長戦略への布石＞
(1)雇用・生活保障システムの確立
○トランポリン型の「第２のセーフティネット」の確立 ○雇用保険の機能強化

(2)「雇用戦略」の本格的な推進
２．環境
＜「エコ消費３本柱」の推進＞
①家電エコポイント、②エコカー補助、③住宅版エコポイントの創設
＜成長戦略への布石＞
①森林・林業再生の加速、②環境・エネルギー技術への挑戦、③交通・産業、
地域の低炭素化の推進、④システムの海外展開等による地球環境温暖化対
策事業等の推進、⑤資源確保支援、⑥再生可能エネルギー全量買い取り、
⑦省 ネ 環境基準 強化等⑦省エネ・環境基準の強化等

３．景気
＜金融対策＞ ＜住宅対策＞

４．生活の安心確保
５．地方支援
６．「国民潜在力」の発揮
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民潜 」
(1)「制度・規制改革プロジェクト」 (2)『新しい公共』推進プロジェクト
(3)「働く人の休暇取得推進プロジェクト」



４ 労働組合のセ フティネット機能の役割発揮４．労働組合のセーフティネット機能の役割発揮

◆労働組合自身によるセ フティネ ト機能の役割◆労働組合自身によるセーフティネット機能の役割

○労働・生活相談、解雇・賃金不払い等への支援活動

○「36協定」による長時間労働の抑制（過労死・自殺防止）
○パート等の社保適用・組合員化を通じた賃金・労働条件の改善

○労働組合による職業訓練・就労支援

○労働協約の拡張適用の積極的活用による中小・未組織労働者

の労働条件の底上げ（「社会的労働運動」へ）

○労働保険事務組合、「社会保険事務組合」や健康保険組合など

への積極的関与を通じた社会保険適用拡大と組織拡大の推進

◆労働組合の原点である「連帯」「助け合い」の再認識
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セーフティネット機能強化に向けた
労働組合の活動領域（役割）のイメージ労働組合の活動領域（役割）のイメージ

政策・制度の実現政策・制度の実現

◆雇用、年金・医療・介護・
子育て支援等の改革・拡充

社会保障の制度
運営への参画 組

織

◆
労
働

◆
解
雇

◆
組
合

◆労働・社会保険事務組合等の活用

◆パート等の社会保険適用拡大
◆最低賃金の引き上げ

織
拡
大
の

働
・
生
活
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談
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・
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不
払

合
作
り
、
人
材

◆賃金・労働条件等の労働協約締結
（地域への拡張適用）

◆職業訓練・就労支援

の
諸
活
動

談払
い
等
の
支

材
育
成

等

職場 地域 活動

◆共済活動

◆「公契約条例」制定の取り組み

動
支
援
活
動

等
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職場・地域での活動


